
 

 

 

文書訂正のお知らせとお詫び 
 

令和６年１２月後半の回覧にてご案内しました「マイナンバーカードを使うとコンビニなどにあるコピ

ー機で証明書をかんたんに取得できます！（住民窓口センター）」の内容に誤りがございました。 

つきましては、下記のとおり訂正させていただきます。ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げま

す。  

記 

 

コンビニ交付サービスの利用時間の誤り  

（誤） ６：００～２３：００    →   （正） ６：３０～２３：００ 
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回 覧 

裏面にこのチラシを印刷しています 

【問い合わせ】 住民窓口センター（０７９－２２１－２３６０） 



を使うと 

 などにある  で 

 証明書 を かんたんに取得できます ！  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コピー機で取得できる証明書は 最新のもの に限ります。 

 本籍地が姫路市外 の方が 戸籍関係証明書 を取るときは      

事前に 利用登録申請 が必要です。               

（ コピー機で申請できますが、登録完了まで３～５日かかります。）   

（ 本籍地によってはコンビニ交付サービスの対応外の場合があります。）  

・住民票の写し              

・戸籍全部（個人）事項証明書             

・戸籍の附票の写し 

・印鑑登録証明書 

・現年度分の所得（課税）証明  

（１月１日時点で姫路市民の方のみ） 

姫路市ホームページ ⇒     

コンビニ交付サービスについて    

詳しく説明しています。 

・・・・マイナンバーカードに関する質問   

姫路市マイナンバーコールセンター（０７９－２２１－２１５０） 

・・・・その他コンビニ交付サービスについての質問             

姫路市証明交付センター（０７９－２２１－２３６２） 


